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令和３年度事業計画書 

 

 

令和 2 年は世界全体が新型コロナウイルス感染症（以下、新型コロナ）一色となった年で

あった。令和元年 12 月以降新型コロナが中国から世界的に広がり、我が国も防疫対応を実

施する中、当協会は国や地方公共団体等からの緊急要請により、武漢からの帰国者一時滞在

施設等の消毒作業に取り組んだことを皮切りに、前例のない規模での消毒対応が各地で継

続され、令和 2 年度冒頭には緊急事態宣言も発出され、途中小康状態になったものの、結果

的に前年度中は途切れることなく新型コロナ対応に追われた。 

新型コロナを含む感染症対応、ヒアリ、豚熱、鳥インフルエンザへの防除対応や自然災害

時の防疫消毒対応等は、突発的で事前想定が困難なケースが多く、近年ペストコントロール

協会に求められるボリュームが増加していることから、令和元年度からそれらに関する事

業を公益事業として実施するべく内閣府に申請し認可された所に、新型コロナの世界的な

流行が襲ってきたものである。 

当協会では全国 47 都道府県ペストコントロール協会と連携しながら、途切れることなく

新型コロナのバックアップを続け、行政・一般・メディア等への対応や、会員に向けては市

場で払底した防護装備やアルコール消毒剤等の確保や、新型コロナに適切に消毒対応する

ための、「新型コロナウイルス消毒作業の手引き」発行、各種動画コンテンツの作成等を通

じて行った。 

令和 3 年度の事業計画にあたっては、新型コロナ感染状況による社会情勢の見通しが困

難である中、いわゆる「新しい生活様式」を念頭におきながら、三密を避けての実施やリモ

ート開催等実施方法を工夫して各種事業を計画している。 

新型コロナで注目されている消毒業務については、従前より取り組んでいるデング熱等

の感染症対応や鳥インフルエンザや豚熱発生時の防疫消毒業務、また今後の災害時の防疫・

消毒等将来的にも社会的に必要な技術である。今般の新型コロナ禍を受けて、ペストコント

ロール業界には消毒業務対応が今後一層求められる。業界団体としてはその需要に対応で

きるだけの確かな技術知識を持つ従事者の育成が急務である。令和 2 年度から消毒業務関

連コンテンツを追加した“ペストコントロール技能師”制度に関連項目を更に拡充させ、同

資格のオープン化と併せて消毒作業従事者の更なる確保と育成につき最優先で取り組むも

のとする。折しも厚生労働省の職業情報提供サイト（日本版 O-NET）に「ペストコントロ

ール従事者（害虫等防除・駆除従事者）」の情報が掲載されたこともあり、認知度向上促進

及び新規ペストコントロール業界従事者の養成に繋げる目論見である。 

感染症対応に限らず、有害生物の防除には、平常時からの備えが重要であり、例年行って

いる各種講習や、ペストコントロール技術者等の資格制度の運用等により、社会が求めるペ

ストコントロール技術レベルの維持向上に努めてゆく。 

また「ペストコントロール業」という職業分類的な確立についても、国側に引き続き働き
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かけを継続し、更に従前からの事業も継続しながら、公益性の高いペストコントロール事業

の健全な発展により、わが国の環境衛生の保全と防疫活動を推進し、住みよい生活環境の保

持増進に寄与貢献することを目的として、今年度は次の事業を実施する。 

 
事業内容 

１ 組織活動の強化 

  （１） 会員組織の強化 

      連携会員である各地区協会と共に所属会員の増強、並びに協会組織の充実

を図ると同時に、わが国唯一のペストコントロール業界中央団体として関係

行政や関係機関との連携を密にする等、ペストコントロール業の社会的認知

度の向上及び組織の強化を図るため積極的な活動を推進する。 

 

（２） 次世代事業検討委員会の開催 

ペストコントロール業界の発展のため、現状の問題の改善や、将来に向けて

の改革・提案等を行っていく。必要があれば事案ごとの連携やワーキンググル

ープを構成し、主としてＷＥＢ会議を活用し対応していく。 

 

1． 組織改革として 

① 理事会の活性化 

② 会長・理事の選出方法 

③ 協会ガイドブック作成 

④ 会員末端まで届く情報発信 

 

2． 次世代事業として 

① 未来のペストコントロールをつくる会の実施 

将来のペストコントロール業界を担う若手の育成等を目的とする。 

全国の会員を対象とし、東京にて10月予定で、午後半日の集合形式

（60名程度）により実施。付随して参加者の交流を目的とした懇親会

を行う予定。 

本会の名称に合わせ、これからのペストコントロール業に役立つ複数

プログラムで構成し、各地区協会の従業員に向け多くの方に興味を持っ

て参加いただける内容を検討。 

（下記予定演題は仮題） 

1)未来のペストコントロール協会・業界について 

2)これからのペストコントロールにおけるWEB活用 

3)外来生物のペストコントロール最新防除法 

② 情報収集 
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次世代を担う若手への情報の共有・伝達、要望・意見等の収集 

 

3． 周知活動として 

WEB、SNS等の活用 

 

（３） 地域活動の支援推進  

公益活動を柱とした協会事業の円滑な実施を図るため、全国 8 つの地区本部

を支援・指導し、地域におけるペストコントロール業の健全且つ、活発な事業

展開を促進すると共に、各地域の行政機関との連携を密にするための直接・間

接的なサポートを行うことをもって、地域住民の安心・安全を基本とした快適

な生活環境の推進に寄与する。 

また、人材不足が社会問題となっている現在、当協会ホームページにおいて

各地域におけるペストコントロール事業者の採用情報等について一層の拡充

に取り組む。 

 

（４） 公益社団法人としての事業運営や組織等の整備 

公益社団法人としての事業活動のＰＲ及び一般消費者から更なる理解を得

るための公益的事業運営を推進する。 

①：一般市民向けペストコントロール周知活動 

  公益的意味合いが強く、我が国の公衆衛生向上に繋がるペストコントロ

ールについて、会員数が少ない、PR に注力できない地区協会は、周知活動

を行うことが難しいと推察されることから、当協会が当該地区協会と協力

して周知活動事業イベントを開催する。 

②：各地区本部への訪問・意見収集 

  当協会の業務執行理事等が各地区本部を直に訪問する事で、各地区協会

が実施する種々の事業等、有益な意見を直接吸い上げると共に、当協会事

業活動に関する意見交換を行い、地区協会との連携強化に努める。 

③：関連団体等との連携 

  関係学会、試験研究機関及び関連団体等との交流を深めると共に、国際的

にも FAOPMA、NPMA、PEST SUMMIT 等、ペストコントロール関係団

体との関係を密にし、グローバルな関連情報の収集を行い、機関誌等を通

じてわが国のペストコントロール事業者に提供・紹介する。 

 

（５） 都道府県協会長会議の開催 

連携会員が一堂に会する都道府県協会長会議を開催し、当協会と各地区協

会との意思の疎通を図ると共に、それぞれの協会の事業運営に役立てる。 
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（６） 有害生物等関連情報及び写真等の収集 

全国の有害生物等の相談件数等を連携会員の協力により収集しているが、現

在このようなデータを集めているのは我が国で当協会のみとなり大変貴重な

データで、毎年多くのマスコミ等から問い合わせがある。公共の関心事であり

公益的意義も深く、今後も継続して情報収集に努める。 

また、有害生物関連写真等の提供について行政、マスコミ、一般消費者、会

員から問い合わせが多く寄せられる。そこで当協会の権限で公益に資するた

めに広く提供できるような写真素材の拡充について、写真等を購入し充実を

図る。 

 

２ 感染症対策 

（１） 感染症対策講習会の開催 

東京オリンピック開催を本年に控え、近年のインバウンド増加傾向や

COVID-19（新型コロナウイルス）の問題もあり、ウイルスを含むペストコ

ントロール＝有害生物防除の重要性はますます高まっている。 

各地で組織されている感染症予防衛生隊や所属会員等に対し、COVID-19

等新たな感染症への対応、災害時の防疫対応、安全の確保等をテーマとした

講習会を開催する。なお、関係行政機関にも開催案内を送付し、当協会活動

を理解いただくと共に、官民連携して災害時等の有事に備えるための一助と

する。 

 

（２） 感染症パンフレットの更新作成 

当協会の感染症パンフレット（感染症予防衛生隊）につき、新型コロナ消

毒対応等も踏まえ、内容を全面的に見直したものを作成・頒布することで、

正しい感染症対応の啓発や、ペストコントロール業界の認知度向上等に資す

る。 

 

３ 技術の指導活動 

（１） ペストコントロール技術者養成 

（一財）日本環境衛生センターとの共催による「ペストコントロール技術者

養成講座（通信教育）」の第４０期を実施する。 

 

（２） ペストコントロール技術者認証更新時講習 

認証更新を要する１級技術者を対象とする更新時講習を e ラーニングで

実施し、技術者の技術及び知識の向上を図る。 

       なお、必要な場合は集合開催の場として、東京会場も設定する。 
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（３） 防除技術研修会の開催 

厚生労働省による「建築物環境衛生維持管理要領」および「建築物におけ

る維持管理マニュアル」に示されたＩＰＭ（総合的有害生物管理）を業界団

体として推進するため、ペストコントロール事業者、行政、ビル管理者のほ

か一般消費者も対象に、ＩＰＭに基づく防除技術等をテーマとした研修会

を開催する。 

 

（４） 外来性アリ同定研修会の開催 

近年、国内での輸入コンテナや港湾施設等からヒアリ等が相次いで発見

されていることを受け、更なる対応を可能とするためヒアリ等を同定でき

る技術者の継続的な育成を推進する。 

 
４ 広報・情報活動 

（１） 機関誌の発行 

広く有害生物等に関する内外の最新情報や会員活動について、全国的に

好評を博している機関誌「ペストコントロール」を３カ月毎に年４回、各回

4,400 部発行し、会員をはじめ、国や各自治体の行政担当部署、保健所、家

畜保健所、研究機関、マスコミ、その他関係機関等へ配布することでペスト

コントロール協会および業界の周知に努める。 

 

（２） ＪＰＣＡニュースの掲載 

当協会の活動概要を、「JPCA ニュース」としてホームページに掲載する

ことでペストコントロール協会員だけでなく、不特定多数に向けて広く活動

内容を周知する。 

 

（３） 外来生物・害獣対応情報収集 

    ヒアリ、セアカゴケグモ、アルゼンチンアリ、アライグマ、ツマアカスズ

メバチ等、外来生物や害獣に由来する問題が顕在化してきている。対応方法

や関係法令等、従前のペストコントロールと異なる部分が多く、関係情報の

収集に努める。 

 

（４） 害虫相談所活動        

         我が国の環境衛生の保全を推進する公益的活動の一環として、６月４日~ 

７月４日までを「ねずみ衛生害虫駆除推進月間」（通称：ムシナシ月間）と 

して、関係省庁の後援を得、６月４日を「ムシの日」として全国規模での 

害虫相談所等を開設し、住民との身近な接点として有害生物に関する悩み 

を解決するための相談等に応じる。 
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また、各種イベントの開催・参加及びチラシ、ポスター等の配布、キャ 

ラクターの活用等により広報活動を推進し、組織をあげてペストコントロ 

ール協会の活動や重要性について理解を深めていただくよう努める。 

 

（５） ホームページの拡充 

当協会ホームページ等について、マスコミや一般消費者に向けての重要

な公益的情報発信の場として、「ＪＰＣＡニュース」の掲載、動画配信、e ラ

ーニングコンテンツの充実等により一層充実した内容の構築に努める。 

 

５ 資格認証制度の推進及びＰＲ活動 

    （１）ペストコントロール技術者及びペストコントロール優良事業所制度の推進 

ペストコントロール技術者及びペストコントロール優良事業所の認証を 

会員内外に推進し、ペストコントロール業界全体のレベルアップを図ると

共に、「防除管理施工証」、「優良事業所認証シール」等の普及も促進し、認

証制度の活用と業界の社会的認知度向上を目指す。 

 

     （２）ペストコントロール技能師制度の推進 

ペストコントロール業界の社会的認知と地位の確立に資することを目的 

として、技能師制度を創設したものである。公益的側面の多いペストコント

ロール業にあって、作業従事者がペストコントロール技能師（以下、技能師

という）資格を取得することにより、自らの身分と技術や知識の習得につい

て社会に証明する。 

本年度は第１３期として関東甲信越、近畿等の地区において新規認証講習

会を開催すると共に、有効期限を迎える有資格者に対して、最新の技術や法

的知識等について指導教育し、ペストコントロール技能師としてのレベルを

維持することを目標に、第１０期の更新教育を実施することで、ペストコン

トロール業界の健全な発展を図る。また、講習会部分の受講対象を一般に開

放し、広く有害生物防除知識習得の場を設けることで、適切な技術知識の定

着と業界の活性化を図る。 

 

（３）資格認証制度のＰＲ 

ホームページを活用して、資格認証制度及び有資格者のＰＲを行い制度 

の周知を図ると共に、認証者の有益性向上に資する。 

平成２８年度より、各種資格制度の取得者公開を開始した。 

 

  ６ ペストコントロールフォーラムの支援と開催 

     当協会、全国環境衛生・廃棄物関係課長会及び（一財）日本環境衛生センター の
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共催並びに日本防疫殺虫剤協会、日本家庭用殺虫剤工業会及びねずみ駆除協議会

の協賛により、ねずみ・衛生害虫に関する研究会を開催し、知識の向上を図ると共

に、行政、研究者、ＰＣＯ関係者がそれぞれ情報提供を行い、もって相互交流を図

ることにより、環境衛生の向上に寄与する。 

COVID-19 パンデミックに伴い、１年延期となった第５５回ペストコントロー

ルフォーラムを２月１７日～１８日に長野県長野市において開催する。  

 

 ７  ペストロジー学会の支援と開催 

 衛生動物学の研究者、ペストコントロール技術者、技能師等の会員を有する日本

ペストロジー学会の事務局として学会事務を担当・支援し、学術・技術的側面での

ペストコントロールの発展に寄与する。 

 第３７回ペストロジー学会大会は、１１月中旬に北海道札幌市において開催す

る。 

 

  ８ 建築物衛生法に基づく指定団体業務等 

   （１） 防除作業従事者研修会指導者講習会の開催等 

円滑な従事者研修の実施、従事者の技術・技能の一層の向上を図るため、

当協会と（公社）全国ビルメンテナンス協会で組織する害虫防除業中央協議

会において、指導者の育成を目的とした講習会を開催する。 

また、建築物衛生法改正に向けて情報交換等の連携を図る。 

 

   （２） 防除作業従事者研修登録機関としての業務 

       厚生労働省の登録機関として未登録の地区協会地域を対象に防除作業従

事者研修会を共催する。 

 

９ 国際活動 

   （１） ＦＡＯＰＭＡ会員としての活動 

アジア・オセアニア・ペストマネジメント連盟（FAOPMA） の一員とし

て積極的に活動する。 

COVID-19 パンデミックに伴い、１年延期となった２０２１年 FAOPMA

－Pest Summit 大会は、１０月６日～８日、フィリピンのマニラにおいて開

催される予定であり、大会へ参加し、情報収集や各国ペストコントロール協

会関係者と友好を深め、国際的視野のもとで活動を展開するための一助とす

る。また、大会へ参加する国際研修等を企画し実施する。 

また、２０２２年１１月１６日～１８日には愛知県名古屋市で日本大会の

開催を予定しており、当協会大会実行委員会による準備を継続して進める。 
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   （２） ＮＰＭＡを通じての国際交流の推進 

       １１月２日～５日開催のラスベガス大会のプログラム等を翻訳して会員

等に情報提供する。 

 

（３） 国際情報の収集・提供 

       有用と考えられる海外書籍等を翻訳して、広くペストコントロールに関す

る情報を会員等に提供する。また、FAOPMA－Pest Summit や NPMA 大

会等で「ムシの日」イベント等の活動の情報を発信する。 

 

１０ 労働安全衛生対策の推進 

       労働安全衛生対策の一層の充実を図るため、ペストコントロール業における労働

災害の防止、適正な労働環境の維持向上に努める。 

 

１１ ＰＣＯ賠償責任保険への加入促進 

       所属会員のペストコントロール業務に対する賠償責任保険の加入促進を図り、併

せて当協会が斡旋するＰＣＯ団体責任保険及び従事者に対する傷害保険への加入促

進を図る。 

 

１２ 災害時等における大規模・広域的な有害生物の防除及び防疫対策 

    近年の大規模地震や風水害等、自然災害の発生に起因して、災害廃棄物や避難所等

被災地でのペストコントロールの実施や相談対応が求められる機会が多くなってい

る。平成２９年には特定外来生物であるヒアリが我が国で初確認されたことを受け、

当協会では全国の港湾や空港の一部で以降毎年度ヒアリ調査等を実施している。ま

た、平成３０年度から引き続き豚熱発生地での車両消毒を実施するとともに、令和２

年度には全国的な鳥インフルエンザ発生時車両消毒や鶏舎の媒介動物（ネズミ等）対

応、また、COVID-19 に関連する施設の防疫（消毒）対応を、民間での担い手として

迅速かつ広域で大々的に実施している。 

このような大規模・広域的なペストコントロール（有害生物対策）が必要となる事

態が今後も想定される中、ペストコントロール業界における唯一の公益全国団体で

ある当協会の目的を達成するため、有事の際速やかに対応できる体制の維持推進お

よび教育訓練等を継続実施する。 

 

１３ その他 

（１）ペストコントロール事業に関する各種公益事業団体に対する事業協力 

（２）厚生労働省、環境省、農林水産省及び国土交通省等の省庁他、公的機関から

の業界窓口としての協力事業 

（３）当協会の定款に定める目的を達するために必要な事業 


